
【「食品ロス」とは？】
　食品ロスとは「食べられるのに捨てられてしま
う食品」のことです。家庭だけでなく、スーパー
や飲食店等からも食品ロスは発生しています。安
全で快適な暮らしが求められる一
方で、消費者への行き過ぎた配慮
が食品ロスを増やすこともあり、
食品ロスの削減には消費者の理解
が大切です。

【食品ロスの現状】
　日本の食品ロス量は年間646万トン超。毎日大
型（10トン）トラック1,770台分を廃棄しているこ
とになります。この量は、世界で飢えに苦しむ人々
への年間食糧援助量の約２倍に匹敵します。

【「消費期限」と「賞味期限」の違いを知り、無駄を
なくしましょう】
　消費期限とは「安全に食べられる期限」のことで
す。弁当や総菜、食肉等の劣化が早い食品に設定
されています。期限を過ぎたら食べない方が良い
でしょう。
　一方、賞味期限とは「品質が変わらずに、おい
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しく食べられる期限」のことです。この期限が過
ぎても色やにおい、味などをチェックして異常が
なければ、まだ食べることができます。
　いずれも、一度開封した食品は、表示期限にか
かわらず早めに食べ切りましょう。

【みんなで取り組もう！ 食品ロスを減らすコツ】
▽食材は、必要な時に必要な分だけを買う
▽買った食材は使い切る
▽外食では、食べ切れる量を注文する
▽食事はおいしくいただき、残さずに食べ切る

【食べきれない食品は「きずなＢＯＸ」へ！】
　村では、事業者や個人からまだ食べられる食品
を寄付してもらい、支援を必要としている世帯や施
設へ提供する活動（フードバンク）を行っています。
食べ切れない食品は、役場 総 合
案内（役場行政棟１階）前に設置
している「きずなＢＯＸ」へお持ち
ください。※寄付できる食品など
詳細は、福祉総務課地域福祉推
進 担 当（☎282-1711 内 線1139）
へお問い合わせください。
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